
12月は固定資産税第3期の納期となっています。

納税は口座振替が便利です。
　手続き方法につきましては、税務課
までお問い合わせください。

5月31日 8月　1日 12月26日 令和5年2月28日固定資産税

5月31日軽自動車税
6月30日 8月31日 10月31日 令和5年1月31日村県民税

第1期 第2期 第3期 第4期

納め忘れに注意！

お問い合わせ：税務課 ☎966-1206

マイナンバーカードの夜間・休日受け取り

お問い合わせ：村民課 ☎966-1205

●夜間受取
日 時 毎週水曜日 午後５時１５分～午後８時 ※１２月２８日は年末のため休み

●休日受取 ※完全予約制

予約締切
日 時 １2月11日（日）、18日（日） 午前９時～午後４時３０分

受取日の５日前まで

夜間・休日受け取り場所

村民課窓口 ※マイナポイント支援窓口は対応しておりません。

※恩納村に住所登録のない人が③と④を取得するには、事前の登録申請が必要になります。

①住民票の写し
②印鑑登録証明書
③戸籍証明書
④戸籍附票
⑤税証明 所得証明書、課税証明書、

所得課税証明書

謄本、抄本

取得できる証明書など

コンビニ交付が始まります。
恩納村も2023年４月から

便利
夜間や休日でもコン
ビニエンスストアで
取得できます

安い
窓口よりも安く取得
できます

簡単
簡単な操作で取得で
きます

コンビニ交付サービスを利用するには、マイナンバーカードが必要です。

とっても便利!!とっても便利!!
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